
快
適
な
生
活
環
境
の
確
保
と
河
川
の
水
質
保
全
を
図
る
た
め
、
公
共
下
水
道
事
業
・
農

業
集
落
排
水
事
業
・
浄
化
槽
の
設
置
整
備
事
業
等
に
よ
り
、
家
庭
か
ら
で
る
汚
水
の
浄
化

に
努
め
て
い
ま
す
。

■
公
共
下
水
道
の
整
備
状
況

平
成
１８
年
７
月
現
在
４９２
ヘ
ク
タ
ー
ル
の

区
域
が
、
公
共
下
水
道
を
利
用
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
公
共
下
水
道
事
業
に

よ
り
、
７
月
か
ら
下
水
道
が
使
用
で
き
る

区
域
は
主
に
次
の
と
お
り
で
す
。

磯
岡
・
東
館
南
部
・
大
町
・
富
士
山
・

城
台
の
一
部
、
雇
用
促
進
住
宅

■
接
続
は
お
早
め
に

下
水
道
が
使
用
可
能
に
な
っ
た
区
域
で

は
、
す
み
や
か
に
下
水
道
に
接
続
す
る
こ

と
が
法
令
等
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

下
水
道
に
接
続
す
る
た
め
に
必
要
な
排
水

設
備
工
事
は
、
町
指
定
工
事
店
に
直
接
お

申
込
み
く
だ
さ
い
。
な
お
、
下
水
道
（
農

業
集
落
排
水
処
理
施
設
を
含
み
ま
す
）
の

使
用
可
能
区
域
で
、
ま
だ
接
続
さ
れ
て
い

な
い
ご
家
庭
は
、
早
急
に
接
続
を
お
願
い

し
ま
す
。

▼
問
い
合
せ
先＝

上
下
水
道
課

業
務
係

�
�
９
１
６
８

公
共
下
水
道
係

�
�
９
１
４
４

農
業
集
落
排
水
係

�
�
９
１
７
２

下
水
道
で

住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り■

下
水
道
を
使
用
さ
れ
る

皆
さ
ん
へ
の
お
願
い

次
の
こ
と
を
守
っ
て
、
下
水
道
を
上
手

に
使
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
町
の
下
水
道
は
汚
水
専
用
で
す
。
雨
水

は
流
せ
ま
せ
ん
。

・
水
洗
ト
イ
レ
に
は
、ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー

以
外
の
紙
を
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・
台
所
で
は
、
野
菜
く
ず
や
残
飯
、
天
ぷ

ら
油
や
サ
ラ
ダ
油
の
廃
油
を
流
さ
な
い

で
く
だ
さ
い
（
自
宅
の
排
水
管
が
詰
ま

る
一
番
の
原
因
で
す
）。

・
洗
剤
は
、
有
機
リ
ン
を
含
ん
だ
も
の
を

使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・
下
水
道
に
有
害
物
質
を
流
さ
な
い
で
く

だ
さ
い
（
ガ
ソ
リ
ン
、
シ
ン
ナ
ー
、
石

油
、
ア
ル
コ
ー
ル
類
な
ど
揮
発
性
の
高

い
危
険
物
を
流
す
と
、
爆
発
を
起
こ
す

原
因
に
な
り
ま
す
）。

・
公
共
枡
に
は
、
雨
水
・
土
砂
・
木
片
・

ビ
ニ
ー
ル
類
を
流
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

◎
拡
大
の
内
容

支
給
対
象
年
齢
が
、
小
学
校
３
年
生

（
９
歳
到
達
後
最
初
の
年
度
末
ま
で
）
か

ら
、
小
学
校
６
年
生
（
１２
歳
到
達
後
最
初

の
年
度
末
ま
で
）
に
拡
大
し
、
所
得
制
限

限
度
額
も
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
９
月
３０
日
ま
で
に
認
定
請
求
す

る
こ
と
に
よ
り
、
４
月
分
（
ま
た
は
、
支

給
要
件
に
該
当
し
た
日
）
ま
で
さ
か
の
ぼ

っ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
改
正
前
の
所
得
制
限
限
度
額

内
の
人
は
、
申
請
し
た
日
の
翌
月
分
か
ら

支
給
と
な
り
ま
す
。

▼
申
請
が
必
要
な
人

・
小
学
校
５
・
６
年
生
を
養
育
し
て
い
る
人

＝

受
給
し
て
い
な
い
人
は
認
定
請
求
書
、

受
給
中
の
人
は
額
改
定
認
定
請
求
書
の
提

出
が
必
要
で
す
。

・
所
得
制
限
等
に
よ
り
受
給
し
て
い
な
い
人

＝
認
定
請
求
書
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

▼
支
給
額

第
１
子
・
第
２
子＝
５
、０
０
０
円

第
３
子＝

１
０
、０
０
０
円

児
童
手
当
制
度
が
改
正
さ
れ
ま
し
た

【
支
給
対
象
年
齢
の
拡
大
・
所
得
制
限
の
引
き
上
げ
】

▼
添
付
書
類
等

○
認
定
請
求
の
場
合

・
健
康
保
険
証
の
コ
ピ
ー
（
た
だ
し
、
国

民
年
金
加
入
者
は
保
険
証
の
提
示
が
必

要
で
す
）

※
被
保
険
者
（
養
育
者
）
の
氏
名
、
生
年

月
日
が
確
認
で
き
る
部
分
の
コ
ピ
ー
が

必
要
で
す
。

・
印
か
ん

・
受
給
者
本
人
名
義
の
銀
行
口
座

・
児
童
手
当
用
所
得
証
明
書

平
成
１８
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
し
た

人
は
、
平
成
１８
年
度
分
と
平
成
１７
年
度
分

が
必
要
で
す
。

平
成
１７
年
１
月
２
日
か
ら
平
成
１７
年
１２

月
３１
日
の
間
に
転
入
し
た
人
は
、
平
成
１７

年
度
分
が
必
要
で
す
。

※
平
成
１８
年
度
分
は
、
平
成
１８
年
１
月
１

日
に
、
平
成
１７
年
度
分
は
、
平
成
１７
年

１
月
１
日
に
住
民
登
録
を
し
て
い
た
市

役
所
、
町
村
役
場
で
交
付
し
て
も
ら
っ

て
く
だ
さ
い
。

○
額
改
定
認
定
請
求
書
の
場
合

・
印
か
ん

▼
問
い
合
せ
先＝

健
康
福
祉
課

子
育
支
援
係

�
�
９
１
３
０

広報かみのかわ １８．７．１ １２


